
2014年目標 司法書士 竹下合格システム
基礎・実力養成講座 民法・不登法 第１回スライド資料

ＴＡＣ司法書士講座 1

Copyright© 2011- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

司法書士講座

竹下合格システム
基礎・実力養成講座

1

Copyright© 2011- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

条文の構成

条

項

号

段落替わり

漢数字表記

2



2014年目標 司法書士 竹下合格システム
基礎・実力養成講座 民法・不登法 第１回スライド資料

ＴＡＣ司法書士講座 2

Copyright© 2011- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

条文の読み方 （第13条）

項

号

3

Copyright© 2011- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

本文、ただし書の意義 （第５条１項）
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前段、後段の意義 （第５条３項）
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権利能力、意思能力及び行為能力のイメージ

• 取引界に参加することが
できる資格・地位のこと

• 取引界に参加することが
できる資格・地位のこと権利能力

• 取引界のルールを理解
できる能力のこと

• 取引界のルールを理解
できる能力のこと意思能力

• 単独で有効に取引をする
ことができる能力のこと

• 単独で有効に取引をする
ことができる能力のこと行為能力
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未成年者であるＡがその所有する甲土地について、そ
の親権者であるＣの同意を得ないで買主Ｂ（行為能力
者であるものとする）との間で売買契約を締結した。
A・B間の契約は有効か。

権利能力、意思能力及び行為能力

例題2-1

親権者
Ｃ

未成年者
Ａ

制限行為能力者
の相手方
Ｂ

法定代理人

売買契約

甲土地
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